
部活の練習中に骨折してしまった！1

買ったばかりのタブレットを落として
壊してしまった！修理代どうしよう…

3

自転車通学中に
車と接触して、相手の車を傷つけて
修理代を請求されてしまった…

2

ＳＮＳでいわれもない
誹謗中傷を受け、トラブルになってしまった。
誰に相談すればいいの？

4

高校生総合補償制度
傷害総合保険のご案内

保護者の皆さまへ

保険契約者・事務局 秋田県高等学校ＰＴＡ連合会

2025年度版

保険
期間

お申込
期間

2025年4月15日午後4時から
2028年3月31日午後4時まで

2025年3月15日～4月14日

3年間
以降、
随時中途加入が
可能です

団体割引適用

高校生活3年間24時間365日、大切なお子さまをお守りします

高校生総合補償制度がお役に立ちます。詳細はページを開いてご確認ください！
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国内・国外補償

お支払い事例

事例１ 事例２

■補 償 内 容：賠償

■事故状況等：自転車走行中に車を降りて
コンビニに入ろうとしてい
た相手歩行者にぶつかり相
手が足の骨を骨折したもの。
休業損害、慰謝料、介護費
用等をお支払いした。

■お支払金額：18,127,777円

■補 償 内 容：賠償

■事故状況等：自転車走行中に前方を走る
自転車を追い越そうとし、
追突。相手が
骨折し長期入院。

■お支払金額：2,343,414円

個人賠償責任補償 被保険者の範囲：ご家族の皆さま（※1）

安心・安全な日常生活をおくるために賠償事故の加害者と

なってしまったときの備えも不可欠です。

お子さまご本人やそのご家族の方が偶然な事故で他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊

したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によっ

て、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

（※１） 「 ご家族の皆さま」とは次のとおりです。

❶被保険者本人　❷本人の配偶者　❸本人またはその配偶者の同居の親族（※2）

❹本人またはその配偶者の別居の未婚の子

❺本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本

人を監督する方（本人の親族にかぎります。）。ただし、本人に関する事故にかぎります。

❻②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代

わって責任無能力者を監督する方（その責任無能力者の親族にかぎります。）。ただし、その責任無能力者に関する

事故にかぎります。

（※２）お子さまを被保険者ご本人とする場合は、お子さまと同居の親族が補償されます。

  安心の示談交渉サービス付《日本国内で発生した事故のみ》
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国内・国外補償

お支払い事例

事例１ 事例２

■補 償 内 容：傷害

■事故状況等：サッカー部試合中に他の選
手の足があたって左脛骨骨
折。

■お支払金額：539,440円

■補 償 内 容：傷害

■事故状況等：自転車走行中に、チェーン
が外れた弾みで一回転で転
倒、鎖骨骨折し、入院手術。

■お支払金額：785,500円

ケガの補償 被保険者の範囲：お子さまご本人

●授業中・部活動中・レジャー中、交通事故、地
震など天災によるご本人のケガ（傷害）を24時
間補償します。

※自転車事故限定プランは、日本国内の自転車事故の場合のみ対象です。

●特定の感染症・熱中症・食中毒で治療を受けた
場合も補償します。

※自転車事故限定プランは補償対象外です。

急激かつ偶然な外来の事故によりケガ（※）をされた場合等に、保険金をお支払い

します。

  （※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる
中毒症状を含みます。ただし、自転車事故限定プランは細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含
みません。
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国内・国外補償

お支払い事例
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■事故状況等：自転車走行中に車を降りて
コンビニに入ろうとしてい
た相手歩行者にぶつかり相
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国内・国外補償

携行品損害補償 被保険者の範囲：お子さまご本人

ノートパソコン、タブレット端末などの身の回り品携行時の
破損や盗難も補償

授業で使用するノートパソコンやタブレット端末を

自宅外において落として破損させたり、盗難にあっ

た場合も、補償の対象となります。（学校から貸与

されている端末は除きます）

※お支払いする保険金の額は保険期間１年度ごとに10万円が限度となります。
　自己負担額は１事故につき3,000円です。
※保険の対象とならないものの一例
携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、義歯・コンタクトレンズ・眼
鏡・サングラス・補聴器、動物・植物等の生物、自転車、漁具　など

今年度からの新しい補償です！

学校内を移動中にタブレットを落として壊してしまった

授業中、誤ってノートＰＣに飲み物をこぼして壊してしまった

登校中に転倒し、制服が破れてしまった

お支払いの対象となる場合

電車内にタブレットを置き忘れて紛失してしまった

スマートフォンを落として壊してしまった

眼鏡を落として破損してしまった

お支払いの対象とならない場合

〈例〉

3

買ったばかりのタブレットを落として
壊してしまった！修理代どうしよう…

3
new
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弁護士費用補償

次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポート

します。

（※）人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を
客観的に証明できるトラブルにかぎります。

人格権侵害（※）

● こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
● ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）上でいわれもない誹謗中傷にあい、精神的苦痛を
 　受けた。
● 電車で痴漢被害を受けた。

被害事故
● 路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
● インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物のブランド品を売りつけられた。

● 自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
● 医療ミスによる被害事故に関するトラブル
● 騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関するトラブル
● 借金の利息の過払金請求に関するトラブル
● 顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラブル など

以下のようなトラブルは保険金のお支払いの対象になりません。

4

ＳＮＳでいわれもない誹謗中傷を
受け、トラブルになってしまった。
誰に相談すればいいの？

4

対象となるトラブルの当事者：被保険者ご本人
被保険者ご本人が遭遇されたトラブルが対象となります。
お子さまが成人後も補償の対象となります。
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２つの保険金で気になる費用 をしっかりサポートします。 国内補償（※）

お支払い事例（被害事故に関するトラブル）

弁護士費用補償に関する保険責任について

❶弁護士費用保険金
弁護士等へのトラブル解決の委任を行う
ときに負担した弁護士費用を補償します。

歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。

弁護士等への委任にかかった費用　50万円
着手金15万円、報酬金35万円

弁護士費用保険金のお支払額

50万円×（100％－10％（自己負担割合））＝ 45万円

法律相談・書類作成にかかった費用　1万円 法律相談・書類作成費用保険金のお支払額

１万円 － 1,000円（自己負担額） ＝ 9,000円

合計45万9,000円
をお支払い

■保険金額（保険期間１年間につき）

通算100万円 限度
■ お支払いする保険金の額

１つのトラブルに関する弁護士
等への委任にかかった費用 × （ 100％－ 自己負担割合10% ）

❷法律相談・書類作成費用保険金
弁護士等および行政書士へ法律相談・書
類作成の依頼を行うときに負担した法律
相談・書類作成費用を補償します。

■保険金額（保険期間１年間につき）

通算10万円 限度
■ お支払いする保険金の額

１つのトラブルに関する法律相談・
書類作成にかかった費用

自己負担額
（免責金額）－ 1,000円

金銭的な負担を軽減し、
安心して法的トラブルを
解決することができます。

■ 保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険金をお支払いします。
■ 保険責任は保険期間開始日の午後４時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時（中途加入の場合は中途加入時）より前に、保険金請求権者が原因事故の発生
 　するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。

■ 同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、その回数または当事者の人数等にかかわ
　 らず、それぞれ１つの委任または相談・依頼とみなし、保険金が支払われる最初の委任または相談・依頼が行われた時に一連の委任および相談・依頼が行われたもの
　 として、保険金の限度額を適用します。

（注１）本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
（注２）ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
（注３）ご利用は日本国内からにかぎります。
（注４）本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（注５）「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは

取扱代理店までご連絡ください。
事故サポートセンター：　【受付時間】24時間365日　0120－727－110

保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保
ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。
お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士
会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。

相談できる弁護士が身近にいなくても安心！「弁護士紹介サービス」

「いじめ・被害事故相談窓口」

被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことがで
きるサービスです。
警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさ
せていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外とな
りますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。

（※）日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。

！
いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の
同意が必要となります。
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２つの保険金で気になる費用 をしっかりサポートします。 国内補償（※）

お支払い事例（被害事故に関するトラブル）

弁護士費用補償に関する保険責任について

❶弁護士費用保険金
弁護士等へのトラブル解決の委任を行う
ときに負担した弁護士費用を補償します。

歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。

弁護士等への委任にかかった費用　50万円
着手金15万円、報酬金35万円

弁護士費用保険金のお支払額

50万円×（100％－10％（自己負担割合））＝ 45万円

法律相談・書類作成にかかった費用　1万円 法律相談・書類作成費用保険金のお支払額

１万円 － 1,000円（自己負担額） ＝ 9,000円

合計45万9,000円
をお支払い

■保険金額（保険期間１年間につき）

通算100万円 限度
■ お支払いする保険金の額

１つのトラブルに関する弁護士
等への委任にかかった費用 × （ 100％－ 自己負担割合10% ）

❷法律相談・書類作成費用保険金
弁護士等および行政書士へ法律相談・書
類作成の依頼を行うときに負担した法律
相談・書類作成費用を補償します。

■保険金額（保険期間１年間につき）

通算10万円 限度
■ お支払いする保険金の額

１つのトラブルに関する法律相談・
書類作成にかかった費用

自己負担額
（免責金額）－ 1,000円

金銭的な負担を軽減し、
安心して法的トラブルを
解決することができます。

■ 保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険金をお支払いします。
■ 保険責任は保険期間開始日の午後４時に始まりますが、ご加入初年度の保険期間の開始時（中途加入の場合は中途加入時）より前に、保険金請求権者が原因事故の発生
 　するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。

■ 同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、その回数または当事者の人数等にかかわ
　 らず、それぞれ１つの委任または相談・依頼とみなし、保険金が支払われる最初の委任または相談・依頼が行われた時に一連の委任および相談・依頼が行われたもの
　 として、保険金の限度額を適用します。

（注１）本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
（注２）ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
（注３）ご利用は日本国内からにかぎります。
（注４）本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（注５）「弁護のちから」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは

取扱代理店までご連絡ください。
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警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさ
せていただきます。
「弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外とな
りますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。

（※）日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。

！
いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の
同意が必要となります。
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●❸
携⾏品の補償

●●❹
弁護のちから

プラン名
保　険　料
＋

制度運営費

A 標 準 プ ラ ン ⇒

不要

⇒

不要

⇒

Ａ 37,300円

要 ＡＫ 39,510円

不要
要

ＡＸ 43,910円

要 ＡＸＫ 46,120円

B
入 院 通 院 補 償
充 実 プ ラ ン

⇒

不要

⇒

不要

⇒

Ｂ 48,790円

要 ＢＫ 51,000円

不要
要

ＢＸ 55,400円

要 ＢＸＫ 57,610円

D
弁 護 の ち か ら
特 化 プ ラ ン

⇒
不要

⇒ ⇒
ＤＸ 19,420円

要 ＤＸＫ 21,630円

C 自転車事故限定プラン ⇒ C 9,010円

●保険期間2025年4月15日から2028年3月31日
●〈標準プラン・入院通院補償充実プラン・弁護のちから特化プラン〉職種級別Ａ級・天災危険補償特約、個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約、手術保険金倍率変更特約
　および重大手術保険金倍率変更特約、特定感染症危険（後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金）補償特約、熱中症危険補償特約セット団体割引5％、範囲割引10％

【下の表をご覧いただき、プランをお選びください。】
お子さまに必要な補償に○をつけて右側にお進みください。
ご希望の補償内容、保険料、プラン名をご確認いただき、専用 WEB サイトでお申し込みください。

ご加入プラン名

❶ケガの補償（傷害） ❷
個人賠償責任
保 険 金 額

❸
携⾏品損害

（自己負担額3,000円）

❹ 保　険　料
＋

制度運営費
合　　計死亡・後遺傷害

保険金額
入院保険金日額 手術保険金額 通院保険金日額

法律相談・　
書類作成費用

（自己負担額1,000円）

弁護士費用
（自己負担額10％）

標 準 プ ラ ン

A

100万円 4,000円 2,000円
国内：無制限
国外：１億円限度

ー ー ー 37,000円＋300円 37,300円

A K 10万円 ー ー 39,210円＋300円 39,510円

A X ー 10万円 100万円 43,610円＋300円 43,910円

A X K 10万円 10万円 100万円 45,820円＋300円 46,120円

入院通院補償
充 実 プ ラ ン

B

100万円 5,000円 3,000円
国内：無制限
国外：１億円限度

ー ー ー 48,490円＋300円 48,790円

B K 10万円 ー ー 50,700円＋300円 51,000円

B X ー 10万円 100万円 55,100円＋300円 55,400円

B X K 10万円 10万円 100万円 57,310円＋300円 57,610円

弁護のちから
特 化 プ ラ ン

D X

10万円 1,000円 500円
国内：無制限
国外：１億円限度

ー
10万円 100万円

19,120円＋300円 19,420円

D X K 10万円 21,330円＋300円 21,630円

自 転 車 事 故
限 定 プ ラ ン C 200万円 6,000円 − 4,000円

国内：無制限
国外：１億円限度 ー ー ー 8,710円＋300円 9,010円

重大手術の場合 4万円

重 大 手 術
以外の場合

入院中の手術 2万円

外 来 の 手 術 5万円

重大手術の場合 20万円

重 大 手 術
以外の場合

入院中の
手 術 10万円

外 来 の
手 術 2万5千円

重大手術の場合 16万円

重 大 手 術
以外の場合

入院中の
手 術 8万円

外 来 の
手 術 2万円

●❶
ケガの補償

●❷
個人賠償責任

K

K

K

K

K

X

X
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●〈自転車事故限定プラン〉入院保険金支払限度日数変更特約(180日)、自転車傷害危険のみ補償特約、手術保険金対象外特約、個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約、
　団体割引5％、範囲割引10％。
●職種級別A級（学生等）の保険料です。学生・生徒の方が職業に就かれている時は、保険料が異なる場合がありますので、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●制度運営費として1加入者ごとの保険料に300円が加算されます。制度運営費は事務手続費用等に充当しています。
　※団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。

ご加入プラン名

❶ケガの補償（傷害） ❷
個人賠償責任
保 険 金 額

❸
携⾏品損害

（自己負担額3,000円）

❹ 保　険　料
＋

制度運営費
合　　計死亡・後遺傷害

保険金額
入院保険金日額 手術保険金額 通院保険金日額

法律相談・　
書類作成費用

（自己負担額1,000円）

弁護士費用
（自己負担額10％）

標 準 プ ラ ン

A

100万円 4,000円 2,000円
国内：無制限
国外：１億円限度

ー ー ー 37,000円＋300円 37,300円

A K 10万円 ー ー 39,210円＋300円 39,510円

A X ー 10万円 100万円 43,610円＋300円 43,910円

A X K 10万円 10万円 100万円 45,820円＋300円 46,120円

入院通院補償
充 実 プ ラ ン

B

100万円 5,000円 3,000円
国内：無制限
国外：１億円限度

ー ー ー 48,490円＋300円 48,790円

B K 10万円 ー ー 50,700円＋300円 51,000円

B X ー 10万円 100万円 55,100円＋300円 55,400円

B X K 10万円 10万円 100万円 57,310円＋300円 57,610円

弁護のちから
特 化 プ ラ ン

D X

10万円 1,000円 500円
国内：無制限
国外：１億円限度

ー
10万円 100万円

19,120円＋300円 19,420円

D X K 10万円 21,330円＋300円 21,630円

自 転 車 事 故
限 定 プ ラ ン C 200万円 6,000円 − 4,000円

国内：無制限
国外：１億円限度 ー ー ー 8,710円＋300円 9,010円

随時、中途加入が可能です。専用
WEBサイトからお申し込みくだ
さい。10月27日以降は取扱代理
店にご連絡ください。

Q

A

4月14日までに申し込みを忘れ
てしまいました。途中から加入
できますか？

一次募集、二次募集の方へは
７月上旬ころ、以降のお申し
込みの方には随時お届けい
たします。

Q

A

加入者証は
いつ頃届きますか？

ご加入申し込み後に送付される
払込票で、21日後までにお支払
いください。

Q

A

保険料は保険始期日までに
支払わなくてもいいのですか？

よくあるお問合せ

一 次 募 集 二 次 募 集 三 次 募 集

お 手 続 き 日 ３月15日～４月14日 ４月15日～４月30日 ５月１日～５月14日

補 償 開 始 日 2025年4月15日 2025年5月1日 2025年5月15日

申 込 締 切 日

※５月15日以降は毎月26日までのご加入申込みで、翌月１日補償開始となります。
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スマートフォン・タブレット・パソコンから
簡単に申込できます！

専用WEBサイトでお手続きください。
随時中途加入が可能です。10月27日以降は
取扱代理店にご連絡ください。

あらかじめ、ご加入するタイプをＰ.8～Ｐ.9からお選びいただいておくと
スムーズです。

３月15日から申込可能となります。

大切なご案内はご登録いた
だいたメールアドレスに送
信させていただきますので、
必ずご確認ください。
「@sjnk-pmd.dga.jp」のドメインを受信
できるように設定してください。お客さま
の迷惑メール対策設定によっては、「ワン
タイムパスワード」が届かない場合があり
ます。

お申し込みのお手続き1 お支払い2 払込後は3
スマートフォン・

タブレットからの場合

パソコンからの場合

契約内容
確認ページ

お手続き時間は約3分。
24時間いつでもお手続き可能！

ご登録内容
払込票

事故サポートセンター

トーク画面から事故の連絡 保険金請求もチャットで完結

お申込のお手続きをいただくと、
ご入力いただいた住所に１週間ほどで
払込票が届きます。
※お支払い期限がございます。期日までにお支払いいただ
けなかった場合、失効となりますのでご注意ください。

※銀行振込による保険料の払込はできませんのでご了承く
ださい。

お近くのコンビニで所定の保険料を
払込ください。保険料の払込にて、
お手続きは完了となります。

お支払期限は申込日から21日後です。
保険始期日を過ぎてもお支払いいただ
けます。

お支払い手続き完了メールが
登録したメールアドレスに数
日以内に届きます。
加入内容はWEB画面で確認で
きます。
加入者証は7月初旬にお届け
いたします。（１次・２次募
集分）

もしも事故に遭われたら…

LINEでの保険金の
請求が便利です！

LINEでの保険金請求なら都合のいい時間に
連絡が可能です！

損保ジャパンのLINE公式アカウントのメニューからいつでも簡単に！
事故のご連絡から保険金請求のお手続きまで完結できます！

0120-727-110
（受付時間：24時間365日）

お電話でのご連絡、ご相談をご希望の

場合は、下記事故サポートセンターま

たは本パンフレット裏面に記載の取扱

代理店までご連絡ください。

※１　チャットの内容はセキュリティの高い損保ジャ
パンのサーバーに保存されます。

※２　ご請求いただく保険金の内容によって、別途
書類のご提出が必要となる場合がございます。

ココから連絡！
ご連絡の際は
「加入者番号」を
必ずご入力ください

※証券BOXのサービスは
　2025年2月末で終了
　しました。

チャットや画像で
履歴が残るので（※１）

分かりやすい
24時間いつでも
連絡可能

書類の記入・
郵送が不要（※２）

最短30分で
お手続き完了

専用アプリなどの
インストール不要

LINEの保険金請求は
こちらから

ご加入手続きについて

https://sjnk-pmd.
dga.jp/lp/akitah-pta
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 ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）
１．クーリングオフ
　この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

２．ご加入時における注意事項（告知義務等）
　●ご加入の際は、WEB画面等の入力内容または加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
　●WEB画面等にご入力いただく内容または加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
　●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。
　　（※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、ＷＥＢ画面等の入力事項または加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパン

が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。

　　　 ★被保険者の職業または職務（標準プラン・入院通院補償充実プラン・弁護のちから特化プラン）
　　　 ★他の保険契約等（※）の加入状況
　　（※）「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、自転車総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、

ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約
をいいます。

　　　 ＊口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
　　　 ＊告知事項について、事実を記入または入力されなかった場合または事実と異なることを記入または入力された場合は、ご契約を解除するこ

とや、保険金をお支払いできないことがあります。
　●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法

により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
　●弁護士費用総合補償特約において、ご加入初年度の保険期間の開始時（中途加入の場合は中途加入時）より前に、原因事故が発生していた場合

または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。

３．ご加入後における留意事項（通知義務等）
【標準プラン】【入院通院補償充実プラン】【弁護のちから特化プラン】

　●ＷＥＢ画面等の入力または加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合（新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を
含みます。）は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務（通知義務）があります。

　　■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。

　　■標準プラン、入院通院補償充実プラン、弁護のちから特化プランでは、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、
上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご
契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、
保険金をお支払いできません。

【共通】
　●ＷＥＢ画面等に入力または加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知くだ

さい。
　●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料

が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
　●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。

＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞
　●被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取

扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
＜重大事由による解除等＞

　●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する
と認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。

＜他の身体障害または疾病の影響＞
　●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったもの

として保険金をお支払いします。

４．責任開始期
　保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。
　※中途加入の場合の責任開始日は取扱代理店までお問い合わせください。

５．事故がおきた場合の取扱い
　●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知が

ない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
　●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパ

ンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作
成依頼をおこなった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

　●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保
ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないこと
があります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。

　 （注）個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決
にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が
必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。

　　・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
　　・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合　　　　　　　　　など

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
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●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
（注１）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる

ことがあります。

　●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な
事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその
確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせくだ
さい。

　●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象とな
る場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。

６．保険金をお支払いできない主な場合
　●本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。

７．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の取扱代理店にご連絡ください。なお、脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、ご加入
の保険期間のうち未経過であった期間（保険期間のうちいまだ過ぎていない期間）の保険料を返れいする場合があります。

　 （注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われる
べき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被
保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い
合わせください。

８．保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づ
きご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される
ことがあります。

この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
　 （１）保険期間が１年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は全額）が

補償されます。
　 （２）保険期間が１年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の９割（※）までが補償されます。
　　（注）保険期間が５年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。

９．個人情報の取扱いについて
　○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
　○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うた

めに取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等（外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う場合がありま
す。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健
医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範
囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細（国外在住者の個人情報を含みます）については損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.
sompo-japan.co.jp/）をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

　申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。

  ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）（続き）

必要となる書類 必要書類の例

① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる
書類

保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票
　など

② 事故日時・事故原因および事故状況等が確認でき
る書類

傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査
報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類　　　　　　　　   など

③
傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の
程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認でき
る書類

①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の
場合
死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領
収書、診察券（写）、運転免許証（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害証明
書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書　　　　　　　　　　　　　　　　  など

②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合
修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営業状
況を示す帳簿（写）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

③弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担した場合
弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および
事案の内容を確認できる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それ
ぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印さ
れた調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書また
は判決書その他これに代わるべき書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    など

④ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など
⑤ 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書（写）、保証書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　など

⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認で
きる書類

示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、相手の方からの領収書、承諾書
など

⑦ 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するた
めの書類 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書　　　　　　　　　　　　　など




